
●給与所得控除の見直し
　最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。給与収入金額が190万円以下の人が給与所得控除
の引き上げ対象となります。

●扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
　各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が、次のとおり引き上げられます。

●特定扶養控除の見直し・特別控除の創設
　大学生年代の子など（19歳以上23歳未満）のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない
ものについても合計所得金額123万円（給与収入188万円相当）までは、親などが段階的に控除を受けられる新
たな仕組みが導入されました。

■基礎控除の見直し
　所得税の基礎控除の見直しが令和７年分より行われます。個人市県民税については、基礎控除の見直しはあり
ませんので注意してください。

※詳細は、国税庁ホームページを確認してください。

●問い合わせ先　市税課市民税担当　☎（580)1828

令和８年度（令和７年分）　主な税制改正

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

58万円超 85万円以下　（123万円超150万円以下）
85万円超 90万円以下　（150万円超155万円以下）
90万円超 95万円以下　（155万円超160万円以下）
95万円超100万円以下　（160万円超165万円以下）
100万円超105万円以下　（165万円超170万円以下）
105万円超110万円以下　（170万円超175万円以下）
110万円超115万円以下　（175万円超180万円以下）
115万円超120万円以下　（180万円超185万円以下）
120万円超123万円以下　（185万円超188万円以下）

63万円
61万円
51万円

41万円
31万円
21万円
11万円
６万円
３万円

45万円

48万円（103万円）
48万円（103万円）
48万円（103万円）
75万円（130万円）

55万円

58万円（123万円）
58万円（123万円）
58万円（123万円）
85万円（150万円）

65万円

所得要件

特定親族の前年の合計所得金額
（給与収入に換算）

改正後（給与収入ベース）改正前（給与収入ベース）

所得控除の額
所得税 市県民税

162万５千円以下
162万５千円超180万円以下
180万円超190万円以下

55万円
給与等の収入金額×40％－10万円
給与等の収入金額×30％＋８万円

10万円
10万円～３万円
３万円～０万円

65万円

給与収入額
給与所得控除額

引き上げ額
改正前 改正後

●カーシェアの特色
15分単位から気軽に借りることができる新た
なサービスです。スマートフォンのアプリだけ
で車両予約から返却まで手軽に利用できます。
　また、自家用車を持たずに自動車を共有する
ことで、走行距離の削減に繋がる効果も見られ、
脱炭素化の取り組みとしても注目されています。

市役所で始まります

2月1日㈰から開始します

カーシェア

　市役所では、脱炭素化の取り組
みとして、庁用車で使用する電気
自動車のうち13台でカーシェアを
開始します。
庁用車として使用しない時間は、
15分220円から誰でも使用できます。
週末や急な外出に車を使いたいと
きなどに利用してください。
　地球に優しい電気自動車ならで
はの静かな走行と、脱炭素への貢
献を体験してください。

市民特典

　市民の皆さんには、このカーシェ
アサービスをお得にスタートできる
特典を提供します。この記事にある
二次元コードから登録することで、
特典を受けることができます。
◇お得に利用できる有料会員の会費
（月額880円）が無料になります。
◇２月28日㈯までの登録で７月末ま
で何度でも使える500円の割引クー
ポンを進呈
◇２月28日㈯までに登録した人を対象
に抽選で100人に特産品などを進呈

※災害などの緊急時は、
庁用車として使用する
ため利用をキャンセル
させてもらう場合があ
ります。

カーシェアの概要

◇開始日　２月１日㈰
◇実施場所　市役所駐車場
◇車両　普通車（リーフ）１台、軽
自動車（サクラ）12台

◇利用可能時間　平日午後６時15
分から翌午前８時まで、土・日曜
日、祝日は終日

◇利用料金　料金表のとおり
◇利用方法　スマートフォンのアプ
リを用いて予約や解錠を行いま
す。詳細は、サービスの提供者で
ある㈱新出光のホームページを確
認してください。

◇備考　㈱新出光のEVカーシェア
サービスのｉｄＥＶ（イデブイ）
への登録が必要です。

●問い合わせ先　財産管理課管財担当　☎（580)1824　　soumubu@city.onojo.fukuoka.jp
idEVカスタマーセンター　　0120(185)885

市ホームページ 利用方法

登録はこちら

献を体験してください。

シンプルな料金体系 月に１時間以上
使う人向け

数か月に１回程度しか
使わない人向け

初期費用

初期費用利用料金

たまにプラン

大
野
城
市
民
は

「
い
つ
も
プ
ラ
ン
」
が
お
得
に
利
用
で
き
ま
す
！

idEV安心サポート（任意） 月額会費

基本料金

パック料金

アフタープラン【サクラ・リーフ同価格】

1,980円

15分毎

平日18:15
～翌8:00

242円 363円

日産
サクラ

0円

0円
月額会費 0円

15分 220円～
330円/回 通常価格880円が

大野城市民限定0円

いつもプラン

日産
リーフ

4,730円
6,490円
8,690円
11,770円
13,750円
19,800円

7,260円
9,240円
11,770円
15,400円
18,700円
26,400円

6時間
12時間
24時間
36時間
48時間
72時間

基本料金

パック料金

アフタープラン【サクラ・リーフ同価格】

1,650円

15分毎

平日18:15
～翌8:00

220円 330円

日産
サクラ

日産
リーフ

4,290円
5,500円
6,600円
8,800円
9,900円
14,300円

6,490円
7,700円
8,800円
11,000円
13,200円
18,700円

6時間
12時間
24時間
36時間
48時間
72時間

平日18：15～翌8：00の時間帯で２時間以上の利用は「アフタープラン」がお得！！
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